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進級・卒業認定に関する基準 
 

 

 進級・認定基準については、学則１８条、および学則運営規定「Ⅰ－入学、進級、卒業、

修了規定」第２～７条に規定されており、以下にその基準を示す。 

 

１．進級に関しては、学年毎に定められた所定の教科を原則全教科について合格すること

を要件とし、学年末に実施される進級審査会議をもって決定される。 

 

２．一部の教科について不合格があった場合でも、進級審査会議にて認められた場合は

条件付きにて進級を認定する。 

 

３．卒業に関しては、各学科に定められた所定の教科をすべて合格することを要件とし、

卒業年次の学年末に実施される卒業審査会議をもって決定される。なお、定められた

全ての単位を修得しない限り卒業は不可とする。 


